
【様式１】

【経営課題２　子育てを応援するまちづくり】

安心して子育てできるまちづくり、こどもたちがのびのびと
健やかに育つことができるまちづくりに取り組む。また、重
大な児童虐待ゼロの維持に向けた取組みや、こどもの居
場所づくり等の支援に取り組む。

【２－１　安心して子育てできる環境づくり】

地域の関係機関や関係団体と連携し、保護者やこどもが
交流・情報交換できる場の設定や相談支援の充実、子育
て等に関する情報発信の強化、また、児童虐待防止に向
け関係機関と連携を図り、支援や相談などを行う。
さらに、こどもの居場所の確保や学習支援など、安心して
子育てできる環境づくりを進める。

主な具体的取組（４年度予算額）

【２－１－２　児童虐待防止対策】（予算額　13,989千円）

保育士及び臨床心理士を配置し、就学前の子どもがいる、育児に不安を抱える家庭や虐待のおそれやリスクのある家
庭に対し家庭訪問等を実施するなど、状況に応じた十分な支援を行う。

【経営課題１　だれもが地域で安心して暮らせるまちづくり】

高齢者や障がい者を地域で支える仕組みづくりなど、関係
機関、団体等と連携しながら地域福祉力の向上を図るとと
もに、認知症への理解を深める取組みを進める。また、区
民の健康づくりに向けた支援に取り組む。

【１－１　地域共生社会の実現】

区社会福祉協議会、高齢者・障がい者を支援する関係機
関や地域等と連携し「支え手・受け手」という関係を超え
て、すべての住民が自分らしく活躍できる地域共生社会を
めざす。

主な具体的取組（４年度予算額）

【１－１－１　地域福祉力の向上】（予算額　28,523千円）

住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業を進め、地域住民からの相談受付や、生活課題等の解決につなげる。

経営課題の概要 主な戦略

一人ひとりの人権が尊重され、だれもが自分らしく安心して暮らすことができるやさしさとぬくもりのある地域
社会の実現にむけて、区内の実情や特性に即した施策・事業を総合的に展開する。

令和４年度　区・局運営の基本的な考え方（区・局長の方針）

・だれもが地域で健康に安心して暮らせるよう、すべての区民が、共に生き、共に支えあい、共に生活を楽
しむ地域社会をめざして取組みを進める。

・地域でこどもたちが健やかに育ち、安心して子育てできるまちの実現に向け、子育てを応援する。また、こ
どもたちが未来に向けて自分の可能性を追求できるまちをめざす。

・区民へ「まなびの場」が提供され、その成果が地域社会の活性化に活かされる社会をめざす。また、区民
一人ひとりが自尊感情を大切にし、お互いを思いやり、支えあい、人権が尊重できる社会の実現をめざす。

・災害に強いまちをめざし、区民一人ひとりの防災意識を高めるとともに災害への備えを強化する。また、安
全なまちをめざし防犯、交通安全の取組みを進める。

・地域団体や企業等、多様な主体が、地域課題等を共有しながら地域の多様な意見を的確に反映し、各主
体が特性を発揮し地域課題に取り組む自律的な地域運営をめざして取組みを進める。

重点的に取り組む主な経営課題（様式２）

経営課題の概要 主な戦略

区・局の使命（どのような役割を担うのか）

令和４年度　鶴見区運営方針
（区長：内田　忠憲）

◆計画

区・局の目標（何をめざすのか）

つながり、ふれあい、みまもり、支えあう、だれもが安心して暮らせるまち
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主な具体的取組（４年度予算額）

【３－１－１　生涯学習の推進】（予算額　2,638千円）

自ら主体的に生涯学習に取り組み、まなびを通して地域とつながり、学んだ成果を地域に還元していただけるよう区民
や団体を支援することで、まなびを通じた豊かな教育コミュニティづくりを進める。

主な取組項目 取組内容

【経営課題４　安全なまちづくり】

だれもが日頃から高い防災意識を持ち、災害への備えが
整っているまちをめざし、地域、関係機関、区役所が一体と
なって防災対策を進める。
また防犯意識を高め犯罪を起こしにくい環境づくりを進め
る。

【４－１　災害に強いまちづくり】

地域の自主防災力強化に向け、自主防災組織による自
助・共助の視点を盛り込んだ防災活動への支援や、区災
害対策本部の機能強化に向けた職員用防災マニュアル及
び防災資機材の充実を図る。
　

主な具体的取組（４年度予算額）

【４－１－３　区災害対策機能の強化（公助）】（予算額　5,423千円）

発災に備え、避難所等への防災用資機材の確保・充実を図るとともに、区災害対策本部の整備・強化及び各地域の自
主防災組織との連携や、区防災計画などの取組みについて情報発信の強化を行う。

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題５　地域活動協議会による自律的な地域運営の
促進】

地域団体や企業、NPO等、多様な主体が特性を発揮し、さ
まざまな地域課題に取り組む自律的な地域運営に向けた
支援に取り組む。

【５－１　地域活動協議会による自律的な地域運営の促
進】

地活協のめざすべき姿に向けて、地域の実情に即したき
め細かな支援を行い、仕組みの定着を図ることで、より多く
の住民参加による自律的な地域運営を実現する。

主な具体的取組（４年度予算額）

【５－１－１　地域活動協議会による自律的な地域運営の促進】（予算額　17,815千円）

地域と区役所、関係機関が連携し、まちづくりレポートの活用などを通し、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を行
う。

「市政改革プラン3.1」に基づく取組等（様式３）

経営課題の概要 主な戦略

経営課題の概要 主な戦略

【経営課題３　まなびを応援するまちづくり】

「まなび」を通して地域社会を活性化するとともに、すべて
の区民が互いに人権を尊重する社会の実現に取り組む。

【３－１　まなびを通じたつながりづくり】

生涯学習推進員と連携し、主体的に生涯学習に取り組む
きっかけとなるような学びの機会や、花と緑豊かな環境づく
りへの活躍の機会を提供するとともにSDGｓを推進する。ま
た、人権啓発推進員と連携し、地域に根ざした人権教育、
人権啓発の取組みを行う。
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・近年の新型コロナウイルス感染症拡大（以下「コロナ禍」という。）に伴い、実施されてきた行動制限が徐々
に緩和される中で、地域住民・区役所ともコロナ禍前の日常生活への回帰を模索する１年であったため、取
組みの内容の変更を余儀なくされるなどの影響により、プロセス指標やアウトカム指標において目標に達し
なかった取組みが増えた。しかしながら、中期的な取組の方向性である戦略は有効であり、ウィズコロナに
おける実施など環境変化に即した対応として取組みを進めていくことで目標は達成されるものと認識してい
る。
・今後は、環境変化に即した対応として実施できる具体的な取組みを模索・実践することにより、「つながり、
ふれあい、みまもり、支えあう、だれもが安心して暮らせるまち」、一人ひとりの人権が尊重され、だれもが自
分らしく安心して暮らすことができるやさしさとぬくもりのある地域社会の実現を図っていく。

解決すべき課題と今後の改善方向

（経営課題１：だれもが地域で安心して暮らせるまちづくり）
・長引くコロナ禍の中、人と人同士のふれあいの機会が極力抑制されてきたことの影響により、積極的な地
域コミュニティづくりへの支障が残る中、今後も関係機関や地域等とも十分連携したうえで、隣近所でのあ
いさつなどの声かけや見守りなどを促し、人と人とのつながりにおいて、お互いが配慮し存在を認め合い、
支え合うことで、地域で孤立せずその人らしい生活を送ることができるような、「気にかける・つながる・支え
合う地域づくり」を進めるとともに、支援を必要とするすべての人に必要な支援が行き届く地域社会の実現
に向けて、生活の場である地域を基盤として、「だれでも・いつでも・なんでも言える相談支援体制づくり」を
めざす。
・健康づくりへの支援についても、引き続きさまざまな健康に関する情報を発信し、地域団体や関係団体と
協力したうえで健康づくりに係る実践的に学べる機会を創出していく。

（経営課題２：子育てを応援するまちづくり）
・専門知識を有した職員による子育て世帯に対する助言をはじめ、地域の関係機関や関係団体との連携に
よる保護者やこどもが交流・情報交換できる場の設定や相談支援の充実、子育て等に関する情報発信を
強化するほかに、児童虐待防止に向けた支援・相談対応に努めるとともに、こどもの居場所の確保や学習
支援など、安心して子育てできる環境づくりを図っていく。

（経営課題３：まなびを応援するまちづくり）
・生涯学習の推進に向けた学習機会の提供や人権意識の向上のための取組みの際に、幅広い層に「まな
びの場」を知ってもらうとともに、「まなび」を通じたつながりづくりを進めるため、区民の関心を引き付けるよ
うな企画を立案することに努める。
・学校教育の支援についても、引き続き区役所と学校や地域、保護者が連携し、学校ニーズを反映した学
校支援の促進を図っていく。

（経営課題４：安全なまちづくり）
・区防災計画等の取組みの周知など、区災害対策機能の強化に向けた方策を検討したうえで、自助・共助・
公助の視点を盛り込んだ各種取組みにより、今後想定される大規模な自然災害に対する備えとして、区民
の防災意識の向上と、地域防災力の強化に向けた支援、区災害対策本部の機能強化に努める。
・防犯・交通安全についても、鶴見区を安全なまちにするため、地域、関係機関、事業所等と連携し、街頭
犯罪の抑止や特殊詐欺被害の防止等に取り組む。また、交通事故の減少や自転車マナーの向上をめざ
し、啓発活動に取り組む。

（経営課題５：地域活動協議会による自律的な地域運営の促進）
・地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組みが自律的に進められている状態にあると思う地域団
体の割合が低下したものの、準行政機能に係る情報発信、総意形成機能に関する助言を重点的に行うこと
により、より多くの住民参加による自律的な地域運営を推進していく。

◆自己評価

１年間の取組成果と今後取り組みたいこと
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